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  本事務所通信は事務所の顧客さま、名刺交

換をさせて頂いた方、ＦＡＸ番号、メールア

ドレスを教え頂いた会社さんへお送りしてお

ります。不要の方はお手数ですがメール、Ｆ

ＡＸ、電話等でその旨をご連絡下さいますよ

うお願い申し上げます。 

   
 

就業規則定期点検の勧め 

法律や社会の価値観が変化すると、会社に求

められる就業規則もそれに合わせて変化させる

ことが求められます。少なくとも年に一回は就

業規則を点検し、必要な修正を加えることをお

勧めします。 
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消滅時効

民法改正により消滅時効期間が変更され、それ

を受けて労働基準法の時効期間も変更になりまし

たが、「当分の間」は激変緩和措置が取られていま

す。今回は、現行の消滅時効を紹介します。 

 改正民法による消滅時効の原則・ 

民法改正後、債権の消滅時効期間は 2 つの基準

を原則に統一されることになりました。 

①主観的起算点: 債権者が権利を行使することが

できることを知った時から 5 年間 

② 客観的起算点: 権利を行使することができる時

から 10 年間 

これらのいずれか早い方が経過した時点で、債

権は時効によって消滅することになります。 

 改正労働基準法による消滅時効の原則・ 

これを受けて、労働基準法の賃金その他の時効

期間が次の様に改められました。 

①賃金請求権の消滅時効期間 

本来の改正: 2 年から 5 年に延長 

激変緩和措置: 当分の間は 3 年 

②記録の保存期間 

本来の改正: 5 年に延長 

激変緩和措置: 当分の間は 3 年 

③付加金の請求可能期間 

本来の改正: 2 年から 5 年に延長 

激変緩和措置: 当分の間は 3 年 

激変緩和措置は「当分の間」とされており、将

来的には本来の改正内容である 5 年への移行が予

定されます。具体的な移行時期は示されていませ

んが、「改正法の施行５年経過後の状況を勘案して

検討し、必要があるときは措置を講じる」となっ

ています。施行５年経過が今年４月に当たるので

近いうちに何らかの動きが出てくることが予想さ

れます。事実、日本弁護士連合会は昨年５月に厚

生労働大臣宛てに意見書を提出し、激変緩和措置

の速やかな撤廃を求めています。 

 その他の消滅時効・ 

労働基準法以外の消滅時効は民法改正後も従来

と変わりありません。 

①健康保険給付：消滅時効期間は２年です。こ

れらの給付には、傷病手当金、療養費、高額療養

費、出産手当金。出産育児一時金および埋葬料が

あります。 

②雇用保険給付：消滅時効期間は２年です。こ

れらの給付には、就業手当、再就職手当、就職促

進定着手当、常用就職支度手当および受給資格者

の死亡時の未支給等失業等給付があります。 

③労災保険給付：消滅時効期間は２年と５年が

あります。２年の給付には、療養( 補償)給付、休業

(補償)給付、葬祭料( 葬祭給付) 、介護( 補償)給付が

あります。５年の給付には障害(補償)給付、障害

(補償)給付があります。 

消滅時効期間を経過すると請求権が消滅するの

で早めに請求することが重要です。 

 まとめ・ 

労働基準法に関わる賃金や付加金の消滅時効期

間が５年になっても、普通に給与を支払っている

大多数の会社には何らの影響もありません。ただ

し、記録の保存期間の延長には保存場所や保存方

法を含めて検討が必要になる会社もでてきます。

他の消滅時効期間は変更の動きがありませんが、

社員が適正に給付を受け取れるよう会社としての

支援体制の構築が求められます。
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